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６．地域のニーズを反映した地域運営により、国際競争力を回復。

７．国の根幹として憲法が機能。国家の規範の根本となる。

基礎的自治体道州国民

民

官

５．１２０年前の交通を前提とした府県が今のビジネス・生活に合わない。

６．規模の小さな府県が横並びで非効率な行政を実行。

特区・広域連合で始め、廃県置州。最終的に憲法改正し、地域主権を確立

国から地方へ、官から民へを同時に実行

７．憲法の存在感が薄く、解釈改憲が横行。

政令指定都市

５．府県を発展させて、日帰り圏を州に。地域へのアイデンティティ・投資効率が向上。

１．「お上」意識の「官」が、上から「民」を規制・監督し、圧迫している。

２．公共の仕事を全て官がする為に、非効率・公正さ・参画意欲を得にくい。

３．地方自治体は法令・補助金に支配され、自主性が大きく制約される。

４．国が企画立案し地方が執行するのが原則。地方の事情は制度に反映しにくい。 １．公僕としての「公」が、「民」の活動を支える。一律身分保障の見直し。

２．官業の開放により、様々な形態で国民が地域運営に参画。コストが下がる。

３．一定の「立法権」・「課税権」・「事業決定権」をもった、自立的な道州。

４．立法機能を強化し州議会と知事との緊張関係。様々な相互チェック。
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